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死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷

全 業 種 ４ 372 ２ 298 +2 +74

製 造 業 45 １ 39 ▼1 +６
建 設 業 ２ 42 １ 55 +1 ▼13
運 輸 交 通 業 １ 33 38 +1 ▼５
農 林 業 ４ ７ ▼３
第三次産業 １ 246 156 +1 +90
商 業 63 51 +12
保健衛生業 100 31 +69

接客娯楽業 40 26 +14

清掃・と畜業 25 20 +５
その他第三次 １ 18 28 +1 ▼10
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大分労働基準監督署 安全衛生課
〠870-0016
大分市新川町2-1-36大分合同庁舎2階
☎ 097-535-1513  FAX 097-536-2471

大分市・別府市・杵築市・由布市・国東市
速見郡日出町・東国東郡姫島村

管轄
区域

新型コロナウイルス感染症の拡大防止

を全体のスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事
業場における労働衛生意識の高揚を図り、自主的な労働衛生
管理活動の一層の促進を図ることとするとともに、

< 業種別内訳 >

※ 労働者死傷病報告（休業４日以上）の受理件数を集計したもので、 死
傷者数には死亡者数を含む。

※ 鉱業、貨物取扱業、畜産水産業は業種別内訳に表示していない。
※ 新型コロナウイルス感染症による死傷者数は、56人である。

労働災害発生状況 ７月末

全国労働衛生週間は、働く人の健康の確保・増進を図り、
快適に働くことができる職場づくりに取り組む週間です。
昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第72回を迎え

ます。
本年度は、

全国労働衛生週間
令和３年度

向き合おう！こころとからだの健康管理

に向けた副スローガンとして
うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場

を設け、事業場における更なる感染防止の徹底を呼び掛けます。
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左下の受付サイトから申込後、受付完了時にお
知らせする大分労働局ホームページURLで表示さ
れる説明会資料のダウンロード画面※から、本説
明会で使用する資料①～⑤をあらかじめ印刷し
てお手元にご準備ください。
本説明会では、関係資料の郵送は行いませんの

でご了承ください。

説明会資料の印刷について

衛生週間説明会は、安全週間説明会に引き続き、

で開催します。

２ 説明会資料のダウンロードのリンク
【大分労働基準監督署 ９月15日開催】

① 説明会次第（大分労働基準監督署）（PDF）
② 資料一覧表（大分労働基準監督署）（PDF）
③ 資料１ 令和３年度労働衛生週間のしおり（PDF）
④ 資料２ 特別講演『事業場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策と

異常時の対応』（大分県東部保健所）（PDF）
⑤ 資料３ 働き方改革について～過重労働による健康障害防止のために～（PDF）

※ダウンロード画面

大分会場定員500人まで

/９
14:00

15:30

（ Wed ）
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※ 参加は無料です。
※ 申込方法、お問合せ先、配信会場
での直接聴講等を含めた詳細につき
ましては、右のQRコード参照の上、
ご確認ください。

１ 医療保険者との連携１ 医療保険者との連携１ 医療保険者との連携

２ 新型コロナウイルス対策２ 新型コロナウイルス対策２ 新型コロナウイルス対策

募
集
は
こ
ち
か
ら

●高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療保険者が行うこととされている特定健康診
査については、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断を既に実施した方については、
実施を全部又は一部免除することとなっています。事業者の皆様におかれましては、医療保
険者から求められた場合は、従業員の健康診断の結果を提供していただくようお願いします※２。

●また、特定健康診査の実施対象ではない40歳未満の方についても、医療保険者が事業者
から健康診断の結果を入手し、保健事業に活用することを可能とする改正健康保険法等が
令和４年１月に施行されます。
このため、40歳未満の従業員についても、施行後に医療保険者から求められた場合は、健康
診断の結果を提供していただくようお願いします。

●なお、健康診断の実施に当たっては、医療保険者への情報提供や連携を円滑
に行うため、厚生労働省HPに掲載している※３「モデル健康診断委託契約書」や
「一般健康診断標準問診票」をご活用ください。
※１︓協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。
※２︓法律に基づく第三者提供であるため、個人情報の保護に関する法律上、本人同意の取得が不要です。
※３︓「厚生労働省 安全衛生関係主要様式」で検索して出てくる厚生労働省HPのサイトから、「定期健康

診断実施関係」に入って取得して下さい。（右のQRコードで当該ページが開けます。）

■医療保険者※1から従業員の健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください

■新型コロナウイルス感染症の影響による延期分の早期かつ計画的実施にご協力ください

●新型コロナウイルス感染症の影響等によって健康診断実施機関等の予約が取れない場合等、
やむを得ず法定の期日までに健康診断を実施することが困難な場合も考えられます。
そのような場合には、健康診断実施機関と協議の上、できるだけ早期に健康診断を実施でき
るよう実施計画を立て、計画に基づいて実施する必要があります。実施計画を立てるに当たっ
ては、昨年度以降の健康診断実施状況を確認の上、確実に実施できる計画を立ててるように
してください。

●また、実施に当たっては、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診
断実施機関において、実施してください。労働者が新型コロナウイルス感染症を気にして受診
を控えようとしている場合は、健康診断の会場では換気や消毒を行うなど感染防止対策に努
めていることを説明するとともに、受診を促していただくようお願いします。

９月は「職場の健康診断実施強化月間」です
「医療保険者との連携」と 「新型コロナウイルス対策」をお願いします

厚生労働省では、毎年9月を「 職場の健康診断実施強化月間 」とし、集中的・重点的な啓発を行っています。
強化月間中は、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取、その

意見を踏まえた就業上の措置の実施の徹底を事業者の皆さまに改めてお願いしています 。
令和 3 年度強化月間の重点周知事項は、以下の 2 点になります 。事業者の皆さまには、自身の事業場におけ

る健康診断の実施状況等を改めてご確認いただき、適切な実施へのご協力をお願いします 。

配信会場10
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オンライン開催

大分県社会福祉協議会
研修室１+２


